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一　

近
代
日
本
の
阿
片
政
策
と
「
植
民
地
朝
鮮
」
に
関
す
る
研
究
の
現
状

本
稿（

１
）の

目
的
は
、
こ
れ
ま
で
長
年
忘
れ
ら
れ
て
い
た
日
本
の
植
民
地
責
任
の
一
つ
で
あ
る
「
植
民
地
朝
鮮
」
に
お
け
る
近
代
日
本
の
阿
片

政
策
、
と
り
わ
け
阿
片
の
不
正
取
引
や
罌
粟
の
強
制
栽
培
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
第
二
次
世
界
大
戦
期
に
お
い
て
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
は
有
益
な
阿
片
の
市
場
で
あ
り
、
共
栄
圏
傘
下
の
多
く
の
国
や
日
本
軍
の

南
方
占
領
地
の
多
く
が
阿
片
専
売
制
を
敷
い
て
い
た
。
ま
た
一
九
四
三
年
春
に
開
催
さ
れ
た
「
東
亜
阿
片
会
議
」
に
お
い
て
、
共
栄
圏
傘
下

で
阿
片
専
売
制
を
敷
く
各
国
へ
の
阿
片
の
分
配
計
画
と
と
も
に
阿
片
の
生
産
計
画
の
割
り
当
て
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
「
大
東
亜
共
栄

圏
」の
財
政
維
持
の
た
め
の
阿
片
増
産
と
そ
の
分
配
が
決
定
さ
れ
た
。
蒙
疆
だ
け
で
な
く
、
本
稿
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に「
満
洲
国
」と「
植

民
地
朝
鮮
」
に
も
阿
片
増
産
が
割
り
当
て
ら
れ
た
。
こ
の
時
期
、
日
本
の
阿
片
政
策
の
対
象
が
中
国
か
ら
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
へ
と
拡
大
す

る
が
、
こ
れ
を
興
亜
院
は
「
大
阿
片
政
策
」
と
名
づ
け
た（

２
）。

　
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
構
築
と
「
大
阿
片
政
策
」
の
確
立
は
密
接
不
可
分
で
あ
り
、「
大
東
亜
共
栄
圏
」
構
築
を
め
ぐ
る
「
大
東
亜
戦
争
」

な
る
も
の
と
「
大
阿
片
政
策
」
の
確
立
は
密
接
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
た
。
日
中
戦
争
か
ら
「
大
東
亜
戦
争
」
へ
の
拡
大
は
、
中
国
に
対
す

る
阿
片
政
策
か
ら
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
に
対
す
る
「
大
阿
片
政
策
」
へ
の
拡
大
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る（

３
）。

そ
う
し
た
な
か
で
「
植
民
地
朝
鮮
」

は
、
本
稿
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、「
大
東
亜
共
栄
圏
」
に
対
す
る
「
大
阿
片
政
策
」
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
阿
片
の
需
給
計
画
に
お
い

て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

に
も
拘
わ
ら
ず
、「
植
民
地
朝
鮮
」
に
お
け
る
日
本
の
阿
片
政
策
や
阿
片
を
め
ぐ
る
実
態
の
解
明
は
、
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
多
く
の

近
代
日
本
の
阿
片
政
策
史
研
究
に
お
い
て
は
十
分
に
は
進
ん
で
い
な
か
っ
た（

４
）。

そ
う
し
た
な
か
で
「
植
民
地
朝
鮮
」
に
お
け
る
阿
片
生
産
に

つ
い
て
本
格
的
に
分
析
を
行
っ
た
嚆
矢
が
長
田
欣
也
氏
の
研
究（

５
）で

あ
る
。
そ
こ
で
は
「
植
民
地
朝
鮮
」
に
お
け
る
阿
片
生
産
の
政
策
的
意
図

と
「
満
洲
国
」・
関
東
州
・
台
湾
と
い
っ
た
他
の
日
本
の
植
民
地
と
の
関
連
が
解
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
戦
時
中
に
お
け
る
阿
片
生
産
や

（法政研究 87－3－112）
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罌
粟
栽
培
の
実
態
や
そ
れ
ら
が
罌
粟
栽
培
者
で
あ
る
朝
鮮
農
民
に
と
っ
て
も
っ
た
意
味
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ズ
は
一
九

九
七
年
に
公
刊
し
た
『
阿
片
帝
国
』（T

he O
pium

 E
m

pire

）
と
題
す
る
近
代
日
本
の
阿
片
政
策
に
関
す
る
著
書
の
な
か
で
「
植
民
地
朝
鮮
」

に
お
け
る
日
本
の
阿
片
・
モ
ル
ヒ
ネ
政
策
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
阿
片
・
モ
ル
ヒ
ネ
生
産
の
実
態
及
び
朝
鮮
総
督
府
が
関
東
州
や
台
湾
と
阿

片
・
モ
ル
ヒ
ネ
の
バ
ー
タ
ー
取
引
を
行
っ
て
い
た
興
味
深
い
史
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
た
だ
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ズ
の
分
析
の
時
期
は
主
に
第

二
次
世
界
大
戦
前
で
あ
り
、
大
戦
中
に
お
け
る
阿
片
政
策
に
つ
い
て
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
言
及
し
て
い
な
い（

６
）。

日
本
で
は
長
田
氏
の
研
究
以
来
、
長
ら
く
当
該
研
究
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
二
〇
〇
五
年
に
倉
橋
正
直
氏
が
「
植
民
地
朝
鮮
」
に
お
け

る
罌
粟
栽
培
に
つ
い
て
、
主
に
『
大
東
亜
の
特
殊
資
源（

７
）』

に
依
拠
し
な
が
ら
概
観
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
倉
橋
氏
は
一
九
三
九
年
に
は
台
湾

で
必
要
と
す
る
原
料
阿
片
の
八
割
を
、
一
九
四
〇
、
四
一
年
に
は
全
量
を
朝
鮮
産
阿
片
で
ま
か
な
え
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る（

８
）。

そ

の
う
え
で
倉
橋
氏
は
、「
朝
鮮
に
お
け
る
ケ
シ
栽
培
は
大
き
く
発
展
し
た
が
、
こ
れ
に
関
す
る
研
究
は
、
今
ま
で
見
た
こ
と
が
な
い
。
研
究

上
の
空
白
も
、
す
み
や
か
に
埋
め
る
必
要
が
あ
ろ
う（

９
）」

と
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
最
近
よ
う
や
く
、
近
代
日
本
の
阿
片
政
策
と
朝
鮮
人
に
関
し
て
朴
橿
氏
に
よ
る
本
格
的
な
実
証
研
究
が
翻
訳
さ
れ
た

）
（1
（

。

本
書
は
、
一
九
一
〇
年
の
日
本
の
朝
鮮
強
占
（
日
韓
併
合
）
以
後
に
生
じ
た
、
朝
鮮
内
外
の
朝
鮮
人
の
阿
片
・
麻
薬
問
題
を
当
時
、
朝
鮮
人

が
置
か
れ
て
い
た
時
代
的
な
状
況
、
そ
し
て
日
本
の
対
外
侵
略
と
関
連
し
た
阿
片
・
麻
薬
政
策
の
な
か
で
検
討
し
て
い
る
。
本
書
は
、
海
外

移
住
朝
鮮
人
の
阿
片
・
麻
薬
へ
の
「
不
正
従
事
」
が
日
本
の
対
外
侵
略
政
策
と
阿
片
政
策
と
の
遂
行
過
程
で
利
用
さ
れ
た
側
面
を
指
摘
し
て

い
る
。
さ
ら
に
「
植
民
地
朝
鮮
」
に
お
け
る
日
本
の
政
策
に
よ
っ
て
阿
片
・
麻
薬
が
生
産
さ
れ
、
中
国
人
消
費
者
に
供
給
さ
れ
、
朝
鮮
内
の

朝
鮮
人
中
毒
者
も
増
加
し
た
と
い
う
指
摘
も
ま
た
、
植
民
地
責
任
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
朝
鮮
人
の
阿
片
・
麻
薬
問
題
を
、
近
代
日

本
の
対
外
侵
略
及
び
阿
片
・
麻
薬
政
策
と
関
連
し
た
日
本
の
黙
認
と
庇
護
、
利
用
と
い
う
側
面
を
踏
ま
え
て
検
討
し
て
い
る
点
が
本
書
の
最

大
の
特
長
で
あ
る

）
（（
（

。

　

そ
の
一
方
で
、
朝
鮮
総
督
府
の
麻
薬
政
策
と
朝
鮮
人
の
麻
薬
患
者
と
の
関
係
を
中
心
に
検
討
し
た
最
近
の
研
究
が
樋
口
雄
一
氏
の
論
考

）
（1
（

で

（87－3－113）
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あ
る
。
本
論
の
特
長
は
、
長
田
氏
や
朴
氏
が
使
用
し
な
か
っ
た
東
洋
拓
殖
株
式
会
社
（
東
拓
）
の
史
料
に
基
づ
い
て
、
麻
薬
の
生
産
状
況
報

告
か
ら
生
産
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
あ
る
。
ま
た
江
原
道
、
京
畿
道
が
作
成
し
た
道
衛
生
要
覧
の
警
察
取
締
の
内
容
か
ら
朝
鮮
農
民
が

被
っ
た
被
害
を
明
ら
か
に
し
た
点
も
特
長
で
あ
る
。
戦
時
下
で
の
罌
粟
栽
培
面
積
の
増
加
が
農
業
の
正
常
な
発
展
の
障
害
に
な
っ
た
と
の
指

摘
は
、
日
本
の
農
業
支
配
の
実
態
を
植
民
地
責
任
と
し
て
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る

）
（1
（

。

上
記
の
先
行
研
究
で
は
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
九
四
三
年
春
の
「
東
亜
阿
片
会
議
」
以
降
、
日
本
に
よ
る
「
大
東
亜
共
栄
圏
」

へ
の
阿
片
供
給
と
「
植
民
地
朝
鮮
」
の
罌
粟
栽
培
と
は
さ
ら
に
密
接
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
「
植
民
地
朝
鮮
」

で
の
日
本
の
阿
片
政
策
と
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
の
関
係
及
び
そ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
上
述
の
先
行
研
究
、
と
り
わ
け
長
田
氏
、
朴
氏
と
樋
口
氏
の
研
究
成
果
に
依
拠
し
な
が
ら
、
戦
時
中
に
お
け
る
「
植
民
地
朝
鮮
」
に

お
け
る
阿
片
政
策
の
実
態
を
中
心
に
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
際
、
特
に
罌
粟
の
強
制
栽
培
の
実
態
と
そ
れ
と
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
の
関

係
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
以
上
を
通
じ
て
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
の
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
に
お
い
て
訴
因
と
し
て
み
な
さ
れ
た
阿
片
の
不

正
取
引
及
び
同
裁
判
に
お
い
て
訴
因
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、
こ
れ
ま
で
と
り
わ
け
長
い
間
忘
れ
ら
れ
て
き
た
罌
粟
の
強
制
栽
培
に
つ
い

て
日
本
の
植
民
地
責
任
の
観
点
か
ら
問
題
提
起
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。

二　
「
植
民
地
朝
鮮
」
に
お
け
る
日
本
の
阿
片
政
策

　

第
二
次
世
界
大
戦
期
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、「
植
民
地
朝
鮮
」
に
お
け
る
日
本
の
阿
片
政
策
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

朝
鮮
強
占
前
ま
で
罌
粟
は
伝
統
的
に
漢
方
薬
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た

）
（1
（

。
阿
片
中
毒
者
も
諸
外
国
と
比
較
し
て
極
め
て
少
数
で
あ
っ
た
。

一
九
〇
五
年
に
大
韓
帝
国
政
府
は
刑
法
大
全
に
よ
っ
て
阿
片
の
輸
入
、
製
造
、
販
売
を
禁
止
し
た
。
一
九
一
〇
年
の
強
占
後
、
朝
鮮
総
督
府

は
一
九
一
二
年
三
月
に
朝
鮮
刑
事
令
を
発
布
し
、
阿
片
に
関
す
る
制
裁
を
厳
格
化
し
、
漸
禁
主
義
に
よ
る
阿
片
中
毒
者
の
減
少
を
目
指
し
て

（法政研究 87－3－114）
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い
く
こ
と
に
な
る

）
（1
（

。

そ
う
し
た
な
か
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
阿
片
を
め
ぐ
る
状
況
は
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
は
従
来
、

阿
片
及
び
モ
ル
ヒ
ネ
等
を
す
べ
て
外
国
か
ら
の
輸
入
に
頼
っ
て
い
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
阿
片
だ
け
で
な
く
、
モ
ル
ヒ
ネ
等
の
輸

入
が
困
難
と
な
り
、
薬
品
の
価
格
急
騰
が
問
題
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
日
本
内
地
で
直
接
薬
品
を
製
造
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
日
本

は
阿
片
法
を
一
部
改
定
し
て
製
薬
会
社
四
社
を
指
定
し
、
モ
ル
ヒ
ネ
、
コ
デ
イ
ン
、
ヘ
ロ
イ
ン
等
を
製
造
さ
せ
た
。
そ
の
原
料
で
あ
る
阿
片

は
日
本
国
内
の
栽
培
者
に
耕
作
費
用
を
前
貸
し
し
て
、
生
産
量
の
増
大
が
期
待
さ
れ
た
が
、
期
待
通
り
の
成
果
を
得
な
か
っ
た
。
結
局
、
原

料
の
ほ
ぼ
全
量
を
イ
ン
ド
産
と
イ
ラ
ン
産
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
外
国
産
地
で
の
生
産
量
減
少
と
船
便
の
不
足
等
に
よ
っ

て
外
国
産
阿
片
の
輸
入
が
困
難
と
な
り
、
価
格
の
高
騰
が
顕
著
と
な
っ
た

）
（1
（

。

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
日
本
が
阿
片
栽
培
の
環
境
に
最
も
適
す
る
地
域
と
し
て
注
目
し
た
の
が
朝
鮮
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
の
地
質
と
気
候

は
罌
粟
栽
培
に
適
切
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
土
地
と
賃
金
も
ま
た
比
較
的
低
廉
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
当
時
、
朝
鮮
で
の
罌
粟
栽
培
は
普
通

作
物
に
比
べ
て
も
有
利
と
判
断
さ
れ
、
薬
品
の
自
給
政
策
に
お
い
て
注
目
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
生
産
の
側
面
だ
け
で
な
く
、
朝
鮮
で

は
全
体
的
に
阿
片
の
消
費
が
殆
ど
な
い
事
実
も
ま
た
、
朝
鮮
を
阿
片
生
産
地
に
選
定
す
る
の
に
大
き
く
作
用
し
た
。
生
産
し
た
阿
片
の
収
納

過
程
に
お
い
て
密
売
取
締
に
よ
る
経
費
と
労
働
力
の
支
出
を
最
小
化
で
き
る
点
も
ま
た
阿
片
生
産
地
と
し
て
適
確
と
判
断
さ
れ
た
理
由
で

あ
っ
た

）
（1
（

。

阿
片
の
製
造
・
収
納
等
に
お
い
て
取
締
を
厳
格
に
行
う
必
要
か
ら
、
一
九
一
九
年
に
「
朝
鮮
阿
片
取
締
令
」（
一
九
一
九
年
六
月
制
令
第
一

五
号
）
と
「
朝
鮮
阿
片
取
締
令
施
行
規
則
」（
一
九
一
九
年
六
月
朝
鮮
総
督
府
府
令
第
一
一
一
号
）
が
発
布
さ
れ
、
阿
片
の
自
由
売
買
や
罌
粟

の
自
由
栽
培
が
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
罌
粟
栽
培
区
域
を
阿
片
取
締
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
朝
鮮
総
督
が
告
示
し
（「
阿

片
取
締
令
第
三
条
ニ
依
ル
罌
粟
栽
培
区
域
指
定
」
一
九
一
九
年
八
月
朝
鮮
総
督
府
告
示
第
二
〇
一
号
）、
こ
れ
を
十
三
道
の
う
ち
京
畿
道
、

忠
清
北
道
、
全
羅
北
道
、
黄
海
道
及
江
原
道
の
五
道
に
限
定
し
た

）
（1
（

。『
朝
鮮
専
売
史
』
で
は
日
本
が
朝
鮮
で
阿
片
を
生
産
す
る
の
は
、「
薬
品
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の
自
給
策
」
の
た
め
だ
っ
た
と
し
て
い
る

）
（1
（

。
し
か
し
、
構
想
の
段
階
で
は
、
朝
鮮
は
東
ア
ジ
ア
地
域
（「
内
地
、
満
蒙
、
南
洋
、
支
那
方
面
」）

に
対
す
る
大
規
模
な
麻
薬
供
給
地
と
し
て
計
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
朴
氏
は
極
秘
文
書
「
朝
鮮
阿
片
麻
薬
制
度
調
査
報
告
」
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
し
て
い
る

）
11
（

。
日
本
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
か
ら
朝
鮮
を
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
麻
薬
供
給
地
と
し
て
計
画
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
計
画
は
、
以
下
本
論
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
一
九
年
以
降
、
朝
鮮
産
の
阿
片
は
殆
ど
が
民
間
の
製
薬
会
社
で
あ
る
大
正
製
薬
株
式
会
社
（
現
在
の
同
名
の
会
社
と
は
別
会
社
）
に

払
い
下
げ
ら
れ
、
モ
ル
ヒ
ネ
類
の
生
産
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
大
正
製
薬
は
モ
ル
ヒ
ネ
の
生
産
と
販
売
を
独
占
し
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
後
、
朝
鮮
産
の
阿
片
の
生
産
量
は
急
速
に
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
。
戦
争
の
終
結
に
よ
っ
て
需
要
が
減
少
し
、
し
か
も
値

段
の
安
い
海
外
産
の
阿
片
・
麻
薬
の
輸
入
が
再
開
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
一
九
年
に
は
罌
粟
は
実
際
に
二
二
八
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
栽
培

さ
れ
、
七
五
九
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
阿
片
が
収
納
さ
れ
た
が
、
一
九
二
〇
年
に
は
麻
薬
の
時
価
の
下
落
と
収
納
阿
片
に
対
す
る
補
償
金
の
減
額

に
よ
っ
て
、
実
際
の
栽
培
面
積
は
九
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
収
納
量
は
一
五
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
ま
で
落
ち
込
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
大
正
製
薬
は
会
社

の
運
営
が
困
難
に
な
り
、
密
売
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る

）
1（
（

。

　

こ
う
し
た
な
か
一
九
二
一
年
に
は
専
売
局
官
制
の
発
布
に
よ
っ
て
専
売
局
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
収
納
、
乳
液
採
取
指
導
及
び

売
り
下
げ
に
関
し
て
は
、
財
務
局
か
ら
専
売
局
の
主
管
と
な
っ
た
。
そ
の
後
一
九
二
五
年
に
は
専
売
局
官
制
の
改
正
に
伴
い
、
収
納
、
乳
液

採
取
指
導
及
び
売
り
下
げ
に
関
す
る
事
項
は
す
べ
て
警
務
局
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
朝
鮮
に
お
け
る
阿
片
の
生
産
は
外
務
省
に
お
け

る
阿
片
委
員
会
及
び
閣
議
の
決
定
に
よ
り
、
朝
鮮
に
お
い
て
使
用
す
る
モ
ル
ヒ
ネ
・
ヘ
ロ
イ
ン
等
の
麻
薬
の
原
料
と
し
て
必
要
な
分
量
に
限

定
さ
れ
た
。
当
時
の
栽
培
指
定
区
域
は
朝
鮮
南
部
中
心
で
あ
っ
た
。
一
九
二
二
年
～
二
八
年
度
の
栽
培
指
定
区
域
は
朝
鮮
全
体
で
一
八
〇
〇

町
歩
で
あ
り
、
実
際
の
栽
培
面
積
は
二
〇
〇
～
四
〇
〇
町
歩
程
度
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る

）
11
（

。

　

一
九
二
五
年
以
降
、
大
正
製
薬
の
麻
薬
類
密
売
に
関
連
す
る
犯
罪
が
立
て
続
け
に
摘
発
さ
れ
、
そ
の
た
め
朝
鮮
総
督
府
は
密
売
を
取
締
る

た
め
に
、
麻
薬
の
製
造
・
販
売
を
全
て
政
府
が
直
接
管
轄
す
る
の
が
適
切
と
判
断
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
大
正
製
薬
の
指
定
は
取
り
消
さ
れ
、
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モ
ル
ヒ
ネ
類
の
製
造
・
販
売
は
官
営
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
一
九
二
〇
年
代
に
朝
鮮
内
に
お
い
て
中
毒
者
問
題
が
深
刻
化
し

た
。
大
正
製
薬
が
独
占
的
に
生
産
、
販
売
し
た
麻
薬
は
海
外
へ
の
輸
出
が
困
難
で
あ
り
、
そ
の
結
果
種
々
の
不
正
な
密
売
が
行
わ
れ
、
違
法

な
手
段
に
よ
っ
て
朝
鮮
の
消
費
者
の
手
に
渡
り
、
深
刻
な
麻
薬
中
毒
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る

）
11
（

。

そ
の
結
果
、
一
九
二
九
年
度
よ
り
約
十
年
を
期
し
て
麻
薬
中
毒
者
の
根
絶
を
期
す
る
方
針
が
樹
立
さ
れ
た
。
中
毒
者
を
強
制
的
に
治
療
し
、

今
後
約
十
年
を
期
し
て
之
を
根
絶
す
る
た
め
に
製
造
・
販
売
は
官
営
と
さ
れ
た

）
11
（

。
そ
の
た
め
同
年
九
月
に
専
売
局
官
制
が
改
正
さ
れ
、
阿
片

の
収
納
、
モ
ル
ヒ
ネ
類
の
製
造
、
販
売
、
賠
償
金
の
決
定
交
付
等
の
事
務
が
再
び
専
売
局
の
所
管
に
移
さ
れ
た
。
こ
れ
と
と
も
に
一
九
二
九

年
度
よ
り
麻
薬
の
製
造
・
販
売
が
官
営
と
な
っ
た

）
11
（

。
こ
の
背
景
に
は
上
述
の
よ
う
に
一
九
二
〇
年
代
末
ま
で
に
中
毒
者
が
増
加
し
た
だ
け
で

な
く
、
犯
罪
率
の
増
加
と
労
働
者
の
生
産
性
低
下
を
招
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る

）
11
（

。
こ
う
し
て
専
売
局
官
制
を
改
定
し
、
阿
片
収
納
事
務
を

専
売
局
の
所
管
に
戻
し
た
の
で
あ
っ
た
。

倉
橋
氏
が
紹
介
し
た
内
務
省
衛
生
局
の
統
計
に
よ
る
と
一
九
三
〇
年
の
朝
鮮
で
の
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
者
の
数
は
三
二
七
八
人
と
さ
れ
て
い
る

が
）
11
（

、
朴
氏
が
発
掘
し
た
朝
鮮
の
阿
片
麻
薬
制
度
の
調
査
報
告
に
よ
れ
ば
、
一
万
人
を
下
ら
な
い
だ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
当
時
の
日
本
の
阿
片
研

究
家
で
あ
る
菊
地
酉
治
は
、
一
九
二
六
年
末
の
朝
鮮
に
お
け
る
実
際
の
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
者
数
を
「
七
万
幾
千
人
」
程
度
と
み
て
い
た
。
朝
鮮

内
の
麻
薬
中
毒
者
の
深
刻
さ
が
日
本
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
る
と
、
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
の
阿
片
政
策
は
、
十
年
を
期
し
て
の
麻

薬
中
毒
者
根
絶
と
い
う
断
禁
政
策
へ
と
転
換
し
た
の
で
あ
っ
た
。
公
式
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
朝
鮮
総
督
府
が
実
施
し
た
麻
薬
中
毒
者
の
登
録

と
治
療
を
経
て
、
一
九
三
九
年
に
は
朝
鮮
に
お
け
る
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
者
は
ほ
ぼ
消
滅
し
た
と
さ
れ
る

）
11
（

。

　

一
九
三
〇
年
代
に
入
り
、「
植
民
地
朝
鮮
」
で
生
産
さ
れ
た
阿
片
と
関
東
州
や
台
湾
で
製
造
さ
れ
た
モ
ル
ヒ
ネ
と
が
バ
ー
タ
ー
取
引
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
一
九
三
〇
年
に
は
関
東
庁
と
朝
鮮
総
督
府
と
の
間
で
、
阿
片
と
モ
ル
ヒ
ネ
と
の
バ
ー
タ
ー
が
取
り
決
め
ら
れ
た
。
当

時
の
「
植
民
地
朝
鮮
」
は
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
者
全
員
に
提
供
で
き
る
ほ
ど
の
モ
ル
ヒ
ネ
の
製
造
能
力
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一

九
三
一
年
か
ら
関
東
庁
は
朝
鮮
産
阿
片
を
購
入
し
始
め
、
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
三
七
年
ま
で
の
間
に
四
五
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
阿
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片
（
当
時
約
一
七
五
万
円
相
当
）
を
購
入
し
た

）
11
（

。
一
方
、
台
湾
総
督
府
と
朝
鮮
総
督
府
と
の
間
で
は
、
一
九
三
一
年
四
月
に
モ
ル
ヒ
ネ
と
阿

片
と
の
バ
ー
タ
ー
が
取
り
決
め
ら
れ
た
。
朝
鮮
総
督
府
専
売
局
は
台
湾
で
製
造
さ
れ
た
粗
製
モ
ル
ヒ
ネ
を
阿
片
と
の
バ
ー
タ
ー
で
購
入
し
、

そ
れ
を
モ
ル
ヒ
ネ
や
ヘ
ロ
イ
ン
に
転
換
し
た

）
11
（

。
専
売
局
は
、
こ
う
し
て
手
に
入
れ
た
モ
ル
ヒ
ネ
を
一
九
二
〇
年
代
に
増
大
し
た
朝
鮮
の
モ
ル

ヒ
ネ
中
毒
者
に
提
供
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
な
か
「
満
洲
国
」
は
朝
鮮
で
生
産
さ
れ
た
阿
片
の
最
大
の
輸
出
地
と
し
て
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
一
九
二
八
年
一

一
月
の
閣
議
決
定
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
に
お
け
る
罌
粟
の
栽
培
は
朝
鮮
で
の
モ
ル
ヒ
ネ
、
ヘ
ロ
イ
ン
の
製
造
に
必
要
な
限
度
に
止
め
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た

）
1（
（

。
し
か
し
一
九
三
二
年
三
月
の
「
満
洲
国
」
建
国
以
降
、
阿
片
の
専
売
制
が
導
入
さ
れ
た
た
め
に
、
外
国
産
阿
片
の
輸
入
代
替

地
と
し
て
の
朝
鮮
の
阿
片
の
重
要
性
が
高
ま
っ
た

）
11
（

。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
一
九
三
三
年
四
月
一
一
日
の
閣
議
決
定
は
、
朝
鮮
産
阿
片
を

「
満
洲
国
政
府
ニ
譲
渡
ス
ル
コ
ト
ヲ
容
認
」
し
た
。
こ
う
し
て
朝
鮮
産
阿
片
は
、
台
湾
総
督
府
と
関
東
庁
と
並
ん
で
正
式
に
「
満
洲
国
」
政

府
に
も
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た

）
11
（

。
密
輸
を
防
ぐ
た
め
に
、
朝
鮮
総
督
府
は
一
九
三
五
年
四
月
二
五
日
に
「
朝
鮮
麻
薬
取
締

令
」
を
公
布
し
た

）
11
（

。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
阿
片
の
生
産
管
理
や
麻
薬
管
理
が
各
道
警
察
に
よ
っ
て
厳
し
く
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
三
八
年
三
月
に
は
朝
鮮
総
督
府
と
「
満
洲
国
」
と
の
間
で
協
定
が
締
結
さ
れ
、「
年
約
五
万
瓩
」
の
朝
鮮
産
阿
片
の
輸
出
が
決
定
さ

れ
た
。
そ
れ
ま
で
「
満
洲
国
」
は
イ
ラ
ン
か
ら
阿
片
を
主
に
輸
入
し
て
い
た
が
、
在
「
満
洲
国
」
日
本
特
任
大
使
の
植
田
謙
吉
に
よ
る
と
「
今

後
ハ
専
ラ
国
内
及
朝
鮮
ヨ
リ
ノ
供
給
ニ
テ
応
需
セ
シ
ム
ル
方
針
ニ
付
朝
鮮
側
ヨ
リ
本
年
三
月
ノ
協
定
ニ
依
リ
年
約
五
万
瓩
ノ
輸
入
ヲ
仰
ギ
居

タ
ル
」
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
「
明
年
度
ヨ
リ
之
ヲ
倍
加
シ
十
万
瓩
宛
輸
入
セ
ラ
ル
ル
様
交
渉
中
」
で
あ
っ
た

）
11
（

。
さ
ら
に
一
九
三
八
年
一

二
月
五
日
・
六
日
、
新
京
で
「
満
洲
国
」
主
催
の
「
朝
満
阿
片
会
議
」
が
開
催
さ
れ
、
朝
鮮
総
督
府
警
務
局
衛
生
課
長
が
招
か
れ
、
討
議
が

な
さ
れ
た

）
11
（

。「
植
民
地
朝
鮮
」
は
、「
満
洲
国
」
の
阿
片
専
売
制
を
支
え
る
重
要
な
阿
片
供
給
基
地
と
な
っ
た
。

一
九
三
九
年
九
月
に
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
す
る
と
朝
鮮
に
お
け
る
阿
片
生
産
の
規
模
が
さ
ら
に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理

由
と
し
て
朝
鮮
総
督
府
専
売
局
は
、
日
中
戦
争
勃
発
に
伴
う
為
替
管
理
強
化
と
一
九
三
九
年
九
月
の
ド
イ
ツ
軍
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
侵
入
に
よ
っ
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て
外
国
産
生
阿
片
の
輸
入
が
「
全
ク
絶
望
的
」
に
な
り
、
そ
の
不
足
量
を
朝
鮮
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る

）
11
（

。
朝

鮮
に
お
け
る
罌
粟
栽
培
を
実
質
的
に
管
理
運
営
し
た
の
は
、
前
述
の
東
拓
で
あ
っ
た
。
一
九
三
八
年
一
〇
月
一
四
日
に
朝
鮮
総
督
府
専
売
局

製
造
課
長
が
東
拓
を
訪
ね
て
、
罌
粟
の
栽
培
に
つ
い
て
「
内
密
裏
に
交
渉
」
を
行
っ
た
。
そ
の
交
渉
の
理
由
は
「
本
件
は
満
洲
国
治
安
工
作

上
同
地
帯
に
於
け
る
栽
培
禁
止
の
方
策
に
基
く
も
之
が
代
地
と
し
て
急
激
に
朝
鮮
に
供
給
を
求
め
供
給
相
成
り
試
験
的
栽
培
地
た
る
咸
南
北

道
に
於
け
る
成
績
良
好
に
て
両
道
だ
け
に
て
は
不
足
す
る
為
今
回
初
め
て
南
鮮
地
方
に
拡
張
の
必
要
生
じ
」
た
た
め
で
あ
っ
た

）
11
（

。
こ
う
し
て

東
拓
は
一
九
三
八
年
度
よ
り
試
験
的
に
一
〇
〇
町
歩
植
え
付
け
を
始
め
た
。
そ
の
場
所
は
、
金
梅
、
密
陽
、
固
城
、
守
山
の
四
カ
所
で
あ
っ

た
。
一
九
三
九
年
に
は
各
支
店
で
実
施
さ
れ
、
水
田
の
裏
作
と
し
て
二
八
五
町
歩
、
畑
二
〇
〇
町
歩
、
合
計
四
八
五
町
歩
に
達
し
た

）
11
（

。
こ
れ

に
つ
い
て
東
拓
支
店
西
鮮
農
場
長
山
田
寛
は
本
店
農
事
課
長
豊
島
重
剛
宛
て
文
書
（
一
九
四
一
年
二
月
一
七
日
）
の
な
か
で
、
以
下
の
よ
う

な
罌
粟
栽
培
の
一
時
中
止
を
述
べ
て
い
る
。

「〔
…
〕
当
地
方
の
如
く
陸
稲
、
粟
、
大
豆
、
小
麦
等
有
力
な
る
対
抗
作
物
地
帯
に
あ
り
て
は
収
入
少
な
き
罌
粟
栽
培
は
之
等
に
対
抗

で
き
ざ
る
為
当
地
地
主
、
小
作
人
と
も
一
般
に
之
が
栽
培
を
喜
ば
ざ
る
の
み
な
ら
ず
時
局
の
進
展
に
伴
い
益
々
食
糧
重
点
主
義
を
緊
急

と
す
る
今
日
、
当
地
方
に
於
け
る
罌
粟
栽
培
は
一
時
中
止
し
対
抗
作
物
の
収
穫
少
き
地
方
に
集
中
す
べ
き
も
の
と
存
候
。〔
…
〕）

11
（

」

朝
鮮
農
民
に
と
っ
て
畑
の
作
物
は
生
死
を
分
け
る
ほ
ど
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
罌
粟
栽
培
は
現
金
収
入
に
は
な
っ
て
も
日
常
的
な
食
糧
と

は
な
ら
ず
、
罌
粟
栽
培
は
地
主
や
小
作
人
に
と
っ
て
も
「
喜
ば
ざ
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
総
督
府
が
要
求
し
た
罌
粟
栽
培
と
そ
の
面
積

の
拡
大
は
、
朝
鮮
農
民
に
深
刻
な
問
題
を
も
た
ら
し
た
。
彼
ら
は
畑
作
地
か
ら
の
収
穫
で
生
命
を
維
持
し
て
お
り
、
そ
こ
で
の
生
産
が
で
き

な
く
な
っ
た
。
特
に
麦
は
主
食
と
も
い
え
、
罌
粟
栽
培
時
期
と
重
な
る
こ
と
で
、
食
糧
不
足
を
深
刻
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た

）
1（
（

。
し
か
も
一
九

四
二
年
度
か
ら
一
九
四
四
年
度
ま
で
米
作
は
凶
作
で
あ
っ
た

）
11
（

。
そ
も
そ
も
東
拓
に
お
け
る
罌
粟
栽
培
は
、
独
自
に
行
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

（87－3－119）
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朝
鮮
総
督
府
の
要
求
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
東
拓
以
外
の
罌
粟
耕
作
地
に
つ
い
て
は
、
道
が
指
導
、
管
理
し
た
。
道
衛
生
課
が
管
理
統
括

し
、
管
下
の
麻
薬
管
理
を
厳
格
に
行
っ
た
。
そ
こ
で
は
実
質
的
に
は
衛
生
部
の
警
察
官
が
管
理
を
行
っ
て
い
た

）
11
（

。
江
原
道
の
火
田
（
焼
き
畑
）

地
域
の
一
部
で
は
罌
粟
栽
培
は
解
放
後
も
な
さ
れ
、
朝
鮮
戦
争
ま
で
続
い
て
い
た
模
様
で
あ
る

）
11
（

。
先
行
研
究
に
お
い
て
は
第
二
次
世
界
大
戦

中
の
各
道
の
罌
粟
栽
培
の
全
体
像
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
樋
口
氏
は
こ
う
し
た
研
究
状
況
を
踏
ま
え
て
「
特
に
戦
時
下
に
日
本
に
対
す
る

南
方
の
麻
薬
の
移
入
が
途
絶
し
た
際
に
朝
鮮
産
の
麻
薬
が
ど
う
使
用
さ
れ
た
の
か
、
総
督
府
を
通
じ
て
中
国
各
地
に
ど
の
よ
う
に
提
供
さ
れ

て
い
た
の
か
、
な
ど
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
は
多
い

）
11
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
以
下
で
は
、
戦
時
下
に
朝
鮮
産
の
麻
薬
が
ど
う
使
用
さ
れ
た
の
か
を
、
阿
片
を
中
心
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

三　

日
米
英
蘭
開
戦
後
の
日
本
の
阿
片
政
策
と
「
植
民
地
朝
鮮
」

一
九
四
一
年
一
二
月
の
日
米
英
蘭
開
戦
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
産
阿
片
の
輸
入
が
杜
絶
し
、「
大
東
亜
共
栄
圏
」
内
の
阿
片
供
給
の
不
足
が
予

想
さ
れ
た
。
事
実
、
外
務
省
の
「
昭
和
十
六
年
度
条
約
局
第
三
課
執
務
報
告
」
で
は
、「
大
東
亜
共
栄
圏
内
ニ
於
ケ
ル
阿
片
麻
薬
対
策
」
に

関
し
て
「
大
東
亜
共
栄
圏
内
ノ
阿
片
麻
薬
問
題
中
重
要
ナ
ル
モ
ノ
」
と
し
て
「
共
栄
圏
内
ノ
阿
片
自
給
策
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た

）
11
（

。
し
か
も

当
時
「
東
亜
圏
」
の
阿
片
需
要
量
は
金
額
に
評
価
す
る
と
百
億
円
以
上
に
な
る
と
い
わ
れ
た

）
11
（

。
そ
の
た
め
一
九
四
二
年
三
月
に
興
亜
院
華
中

連
絡
部
次
長
は
「
大
東
亜
共
栄
圏
各
地
域
を
通
ず
る
阿
片
政
策
確
立
に
関
す
る
件
」
を
作
成
し
、「
大
東
亜
共
栄
圏
」
を
通
ず
る
「
大
阿
片

政
策
」
の
確
立
を
訴
え
た

）
11
（

。

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
朝
鮮
総
督
府
は
、
阿
片
の
収
納
、
分
析
、
鑑
定
及
び
医
薬
用
阿
片
並
び
に
麻
薬
の
製
造
・
販
売
に
関
す
る
事

務
を
再
び
専
売
局
か
ら
総
督
府
へ
移
管
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
二
年
四
月
に
拓
務
省
の
井
手
参
事
官
が
興
味
深
い

文
書
を
残
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（法政研究 87－3－120）
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「
今
回
専
売
局
ヨ
リ
総
督
府
ニ
移
管
セ
ン
ト
ス
ル
事
務
ノ
所
掌
ニ
付
テ
ハ
別
紙
ノ
一
ノ
通
数
次
ノ
変
遷
ヲ
経
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
而
シ
テ
今

回
ノ
改
正
ハ
昭
和
四
年
ノ
改
正
前
ノ
状
態
ニ
復
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
昭
和
四
年
ノ
改
正
ニ
依
リ
専
売
局
ニ
事
務
ヲ
所
掌
セ
シ
メ

タ
ル
ハ
当
時
朝
鮮
内
ニ
『
モ
ル
ヒ
ネ
』
中
毒
患
者
多
数
存
在
ス
ル
事
情
ニ
鑑
ミ
其
ノ
絶
滅
ヲ
図
ル
為
、『
モ
ル
ヒ
ネ
』
製
造
販
売
ヲ
官
営

セ
ン
ト
ス
ル
為
専
売
局
ヲ
シ
テ
所
掌
セ
シ
ム
ル
ヲ
適
当
ト
シ
同
時
ニ
他
ノ
関
連
性
ア
ル
事
務
ヲ
モ
併
セ
テ
専
売
局
ヲ
シ
テ
□
所
掌
セ
シ

メ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ
タ
ル
如
キ
モ
、
現
在
ニ
於
テ
ハ
朝
鮮
内
ニ
於
ケ
ル
『
モ
ル
ヒ
ネ
』
中
毒
患
者
ハ
殆
ン
ド
絶
滅
ニ
帰
シ
（
別
紙
ノ
二

参
照
）
所
掌
ニ
付
キ
、
鮮
内
用
『
モ
ル
ヒ
ネ
』
製
造
販
売
ニ
重
点
ヲ
オ
ク
必
要
ナ
ク
、
寧
ロ
近
時
ノ
帝
国
内
外
地
全
般
ニ
亘
ル
阿
片
供

給
地
ト
シ
テ
ノ
朝
鮮
ノ
重
要
性
（
阿
片
栽
培
生
産
等
ノ
増
加
状
況
ハ
別
紙
ノ
三
参
考
資
料
ニ
依
ル
）
ニ
鑑
ミ
阿
片
ノ
栽
培
収
納
等
ノ
事

務
ヲ
中
心
ト
シ
テ
事
務
ノ
所
掌
ヲ
考
フ
ル
ヲ
適
当
ト
シ
且
ツ
能
フ
限
リ
取
締
其
ノ
他
ト
一
貫
的
ニ
所
掌
ス
ル
ヲ
便
ト
ス
ル
ト
イ
フ
朝
鮮

総
督
府
ノ
申
出
ヲ
諒
承
シ
本
改
正
ヲ
容
認
セ
ン
ト
ス
」（
□
は
判
読
不
明
。
な
お
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。
以
下
、
同
じ

）
11
（

）。

興
味
深
い
こ
と
に
、
阿
片
の
収
納
等
の
事
務
を
従
来
の
専
売
局
か
ら
朝
鮮
総
督
府
へ
移
管
す
る
理
由
と
し
て
、「
植
民
地
朝
鮮
」
に
お
け

る
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
患
者
の
「
絶
滅
」
と
と
も
に
「
帝
国
内
外
地
全
般
ニ
亘
ル
阿
片
供
給
地
」
と
し
て
の
「
朝
鮮
ノ
重
要
性
」
が
明
確
に
述
べ

ら
れ
て
い
た
。
因
み
に
「
別
紙
ノ
三
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
「
罌
粟
栽
培
指
定
面
積
累
年
表
」
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（87－3－121）
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「
罌
粟
栽
培
指
定
面
積
累
年
表

昭
和
元
年
　

四
年

　

八
年

　

十
二
年
　

十
三
年
　

十
四
年
　

十
五
年
　

十
六
年

京
畿　

道

二
六
〇
町

二
六
〇
町

二
六
〇
町

一
〇
町

一
〇
町

一
五
町

一
一
五
町

一
五
五
町

忠
清
北
道

忠
清
南
道

四
〇

四
〇

一
〇
〇

一
五
〇

一
五
〇

全
羅
北
道

三
五

二
三
五

二
三
五

全
羅
南
道

二
〇

五
〇

五
〇

慶
尚
北
道

一
〇
〇

三
五
〇

三
五
〇

慶
尚
南
道

二
四
〇

二
四
〇

一
〇
〇

一
七
〇

一
七
〇

黄
海　

道

五
六
〇

五
六
〇

二
〇
〇

五
五
〇

五
五
〇

平
安
南
道

四
〇

七
九
〇

七
九
〇

平
安
北
道

江
原　

道

一
五
〇

一
五
〇

一
五
〇

一
〇
〇
　

一
〇
〇

一
、
一
〇
〇

二
、
三
〇
〇

二
、
三
〇
〇

咸
鏡
南
道

三
五
〇

三
五
〇

一
、
四
〇
〇

一
、
六
九
五

三
、
三
〇
五

三
、
五
〇
五

四
、
五
〇
五

四
、
五
〇
五

咸
鏡
北
道

二
〇
〇

五
〇
〇

七
五
〇

九
五
五

一
、
六
四
五

一
、
八
四
五

二
、
八
四
五

二
、
八
〇
五

合
　
計

一
、
八
〇
〇

二
、
一
〇
〇

二
、
五
六
〇

二
、
七
六
〇

五
、
〇
六
〇

七
、
〇
六
〇

一
二
、
〇
六
〇

一
二
、
〇
六
〇

（
（5
（

」 

日
本
政
府
の
内
部
資
料
に
よ
る
と
、
一
九
三
九
年
か
ら
一
九
四
〇
年
に
か
け
て
朝
鮮
に
お
け
る
罌
粟
栽
培
が
「
七
、
〇
六
〇
」
町
か
ら
「
一

二
、
〇
六
〇
」
町
へ
飛
躍
的
に
増
大
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
一
九
四
三
年
春
に
「
東
亜
阿
片
会
議
」
が
東
京

（法政研究 87－3－122）
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で
開
催
さ
れ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
「
満
洲
国
」
及
び
蒙
疆
は
東
亜
の
阿
片
供
給
基
地
と
し
て
阿
片
を
増
産
し
、
東
亜
各
国
の
阿
片
の
要
求
に

応
ず
べ
き
こ
と
と
い
う
決
議
が
な
さ
れ
、
阿
片
増
産
の
方
針
が
決
定
さ
れ
た

）
1（
（

。「
東
亜
阿
片
会
議
」
で
の
以
上
の
決
定
を
踏
ま
え
て
、
一
九

四
三
年
一
一
月
一
六
日
に
阿
片
事
務
連
絡
協
議
会
（
阿
片
協
議
会
）
が
厚
生
省
衛
生
局
主
催
で
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
阿
片
協
議
会
の
存
在
は

こ
れ
ま
で
全
く
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
本
協
議
会
の
出
席
者
は
合
計
二
五
名
で
、
内
訳
は
内
務
省
か
ら
三
名
、
外
務

省
条
約
局
か
ら
三
名
、
軍
需
省
総
動
員
局
か
ら
二
名
、
大
東
亜
省
か
ら
二
名
（
支
那
事
務
局
一
名
、
満
洲
事
務
局
一
名
）、
朝
鮮
総
督
府
か

ら
二
名
（
東
京
事
務
局
一
名
、
専
売
局
一
名
）、
台
湾
総
督
府
専
売
局
か
ら
一
名
、
関
東
局
司
政
部
か
ら
一
名
、
関
東
専
売
局
か
ら
一
名
、「
満

洲
国
」
禁
煙
総
局
か
ら
二
名
、
厚
生
省
衛
生
局
か
ら
八
名
で
あ
っ
た

）
11
（

。

そ
こ
で
の
主
な
議
題
の
一
つ
が
、「
本
年
度
〔
一
九
四
三
年
度
〕
朝
鮮
産
阿
片
ノ
配
分
ニ
関
ス
ル
件
」
で
あ
っ
た
。
以
下
が
具
体
的
な
協

議
事
項
で
あ
る
。

「
阿
片
事
務
連
絡
協
議
会
協
議
事
項
」（
一
九
四
三
年
一
一
月
一
六
日
）

「
第
一
、
昭
和
十
八
年
度
各
地
域
ノ
需
給
状
況
ニ
関
ス
ル
件

　

第
二
、
昭
和
十
九
年
度
ノ
需
給
調
整
ニ
関
ス
ル
件

　
　

一
、
各
地
ニ
於
ケ
ル
需
要
見
込
数
量
ニ
関
ス
ル
事
項

　
　

二
、
各
地
ニ
於
ケ
ル
生
産
見
込
数
量
及
之
ガ
確
保
方
ニ
関
ス
ル
事
項

　
　

三
、
各
地
ニ
於
ケ
ル
需
給
ノ
調
整
ニ
関
ス
ル
事
項

　

第
三
、
昭
和
十
八
年
度
朝
鮮
産
阿
片
ノ
配
分
ニ
関
ス
ル
件

　

第
四
、
将
来
ニ
於
ケ
ル
内
外
各
地
ノ
需
給
対
策
ニ
関
ス
ル
件

）
11
（

」 
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以
上
の
よ
う
に
、
一
九
四
三
年
度
の
朝
鮮
産
阿
片
の
配
分
が
第
三
の
議
題
と
し
て
上
が
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
参
考
資
料
と
し
て
一
九
四

三
年
度
の
朝
鮮
全
土
に
お
け
る
阿
片
の
収
納
実
績
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。
次
が
そ
の
収
納
実
績
で
あ
る
。

一
九
四
三
年
度
阿
片
収
納
実
績

　
　
「
道
名　
　
　
　
　
　
　
　

収
納
量
目　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

摘
要　
　

　
　

京
畿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
四
八
、
六
六
〇
瓦

　
　

中
南　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
二
、
三
五
二

　
　

全
北　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
、
二
八
七

　
　

全
南　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
、
三
三
一

　
　

慶
北　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
五
、
二
七
二

　
　

慶
南　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
三
二
、
〇
九
九

　
　

黄
海　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
五
二
、
〇
〇
二

　
　

平
南　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
六
四
、
五
五
五

　
　

江
原　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
、
三
九
〇
、
一
五
四

　
　

咸
南　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
六
、
六
四
〇
、
八
七
四

　
　

咸
北　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
、
四
六
一
、
九
二
四

　
　

計　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
〇
、
五
三
九
、
五
一
〇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」）
11
（ 

前
述
の「
罌
粟
栽
培
指
定
面
積
累
年
表
」で
は
一
九
三
八（
昭
和
一
三
）年
度
に
お
い
て
は「
十
三
道
」の
う
ち
ま
だ
全
羅
北
道
、
全
羅
南
道
、
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忠
清
北
道
、
忠
清
南
道
、
慶
尚
北
道
、
慶
尚
南
道
、
黄
海
道
、
平
安
南
道
、
平
安
北
道
の
九
道
で
は
罌
粟
栽
培
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
一
九
四
三
年
度
に
な
る
と
罌
粟
栽
培
が
朝
鮮
全
土
に
拡
大
さ
れ
、
忠
清
北
道
と
平
安
北
道
を
除
く
十
一
の
道
で
阿
片
の
収
納
が
な
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
咸
鏡
南
道
と
咸
鏡
北
道
と
江
原
道
が
戦
時
中
に
お
い
て
阿
片
の
収
納
の
中
心
地
と
な
っ
て
お
り
、
特
に

咸
鏡
南
道
が
阿
片
収
納
量
全
体
の
約
六
五
％
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
も
そ
も
一
九
一
九
年
八
月
の
朝
鮮
総
督
府
告
示
第
二

〇
一
号
の
「
阿
片
取
締
令
第
三
条
ニ
依
ル
罌
粟
栽
培
区
域
指
定
」
で
は
咸
鏡
南
道
は
罌
粟
栽
培
区
域
に
は
指
定
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ

れ
ら
の
阿
片
の
収
納
実
績
を
踏
ま
え
て
、
阿
片
協
議
会
に
お
い
て
朝
鮮
総
督
府
側
は
、「
本
年
度
収
納
実マ

マ蹟
（
別
紙
）
ハ
四
〇
五
三
九
、
五

一
〇
瓦
前
年
度
繰
越
約
二
千
瓩
合
計
四
二
五
四
〇
瓩
ナ
リ
」
と
説
明
し
て
い
る
。
以
上
が
一
九
四
三
年
度
の
朝
鮮
の
収
納
実
績
と
繰
越
で
あ

る
）
11
（

。さ
ら
に
阿
片
協
議
会
に
お
い
て
は
、
一
九
四
四
年
度
の
需
給
調
整
に
関
し
て
も
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
お
い
て
朝
鮮
総
督
府
側

の
報
告
も
ま
た
議
事
録
に
残
さ
れ
て
い
る
。

「
◎
朝
鮮
総
督
府
側

　
　

大
体
昨
年
ト
同
程
度

　
　

鮮
内
確
定　
　
　
　
　
　

二
九
〇
〇
瓩

　
　

内
地
向　
　
　
　
　
　

二
六
七
〇
〇
瓩

　
　

移
譲　
　
　
　
　
　
　

一
四
〇
〇
〇
瓩

）
11
（

」 

　

一
九
四
四
年
度
は
内
地
向
け
に
二
六
・
七
ト
ン
の
阿
片
が
移
譲
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
地
域
へ
は
一
四
ト
ン
ほ
ど
移
譲
予
定
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
の
際
、
朝
鮮
総
督
府
は
罌
粟
栽
培
・
阿
片
生
産
に
関
し
て
民
衆
の
動
向
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
尚
天
候
食
糧
問
題
・
労
働
・
賠
償
価
格
等
ノ
他
朝
鮮
ノ
特
殊
事
情
ト
シ
テ
（
一
）
鮮
人
皇
道
化
運
動
道
義
昂
揚
ノ
立
場
ヨ
リ
人
道
ノ

敵
阿
片
生
産
ヘ
ノ
反
感
（
二
）
満
鮮
国
境
地
区
ニ
於
テ
常
習
的
ニ
満
洲
向
密
輸
出
ア
ル
点
ア
リ

）
11
（

」。

　

興
味
深
い
こ
と
に
阿
片
生
産
に
対
し
て
「
人
道
ノ
敵
」
と
し
て
反
感
が
あ
り
、
こ
れ
が
朝
鮮
の
特
殊
事
情
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

罌
粟
栽
培
や
阿
片
生
産
に
対
す
る
民
衆
の
反
感
を
朝
鮮
総
督
府
側
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
本
議
事
録
に
は
以

下
の
よ
う
に
第
三
の
議
題
と
し
て
一
九
四
三
年
度
の
朝
鮮
産
阿
片
の
配
分
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
第
三
、
昭
和
十
八
年
度
産
朝
鮮
阿
片
ノ
配
分
ニ
関
ス
ル
件

　
　

台
湾　

向　
　
　
　

四
七
七
〇
瓩

　
　

関
東
局
向　
　
　

一
五
〇
〇
〇
瓩

　
　

満
洲
国
向　
　
　

一
七
〇
〇
〇
瓩

　
　

但
シ
台
湾
（
一
五
五
瓩
）
満
洲
国
（
六
五
五
瓩
）
ノ
率
ニ
テ
減
ズ
ル
事
ア
リ

）
11
（

」。

こ
の
よ
う
に
こ
の
時
期
に
は
台
湾
、
関
東
局
、「
満
洲
国
」
向
け
に
朝
鮮
産
阿
片
が
配
分
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
「
満
洲
国
向
」
が

一
七
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
最
大
量
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
東
亜
阿
片
会
議
」
に
よ
っ
て
「
満
洲
国
」
は
蒙
疆
と
並
ん
で
「
大
東
亜

共
栄
圏
」
の
阿
片
供
給
基
地
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
「
満
洲
国
」
に
阿
片
を
当
時
供
給
し
て
い
た
の
が
、
朝
鮮
総
督
府
で
あ
っ

た
。
間
接
的
に
「
植
民
地
朝
鮮
」
は
、
大
戦
中
、「
満
洲
国
」
を
媒
介
に
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
阿
片
供
給
基
地
と
し
て
の
役
割
を
担
わ
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、「
満
洲
国
」
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
も
阿
片
を
大
量
に
供
給
し
て
い
た
が

）
11
（

、
そ
の
阿
片
の
一
部
が
朝
鮮
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産
阿
片
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
内
外
地
の
阿
片
の
需
給
対
策
を
担
っ
て
い
た
の
が
、
先
述
の
阿
片
協
議
会
で

あ
っ
た
。
内
外
地
の
阿
片
の
需
給
対
策
に
関
し
て
、
阿
片
協
議
会
の
議
事
録
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
支
那
ヲ
中
心
ト
ス
ル
大
東
亜
各
地
（
南
方
モ
含
ム
）
ノ
政
治
的
阿
片
需
給
対
策
ハ
大
東
亜
省
阿
片
会
議
ニ
於
テ
討
議
シ
本
協
議
会
ニ
於

テ
ハ
製
薬
原
料
阿
片
ニ
重
点
ヲ
置
キ
其
ノ
円
滑
ナ
ル
運
行
ヲ
計
リ
両
者
相
平
行
シ
テ
大
東
亜
阿
片
問
題
ニ
貢
献
セ
ン
コ
ト
ヲ
期
ス

）
11
（

」。

こ
の
よ
う
に
南
方
を
含
む
大
東
亜
各
地
の
「
政
治
的
阿
片
需
給
対
策
」
は
大
東
亜
省
の
阿
片
会
議
が
担
当
し
、
製
薬
原
料
阿
片
の
需
給
に

つ
い
て
は
厚
生
省
の
阿
片
協
議
会
が
担
当
し
て
い
た
。
大
東
亜
省
の
阿
片
会
議
と
厚
生
省
の
阿
片
協
議
会
が
「
相
平
行
」
し
て
「
大
東
亜
阿

片
問
題
」、
す
な
わ
ち
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
に
お
け
る
「
大
阿
片
政
策
」
に
貢
献
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
大
東
亜
阿
片
問
題
」
に
お
い
て
一
九
四
四
年
に
朝
鮮
専
売
協
会
理
事
兼
朝
鮮
総
督
府
専
売
局
煙
草
課
長
広
田
昌
弘
は
、
阿
片
は
「
直

接
軍
需
に
、
或
は
軍
の
手
に
依
て
最
も
重
要
な
る
軍
需
物
資
の
収
買
に
役
立
つ
物
資
な
る
こ
と
を
思
ふ
時
、
一
瓦
の
増
産
も
戦
力
の
増
強
で

あ
る
」
と
公
言
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た

）
1（
（

。
ま
さ
に
朝
鮮
総
督
府
側
は
、「
東
亜
阿
片
会
議
」
以
降
、「
大
東
亜
共
栄
圏
」
に
お
け
る
軍
需
物
資

収
買
の
た
め
の
交
換
物
資
と
し
て
阿
片
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
朝
鮮
総
督
府
は
、
罌
粟
栽
培
拡
大
の
た
め
「
罌
粟
組
合
」

の
設
立
に
よ
る
耕
作
農
民
に
対
す
る
集
団
的
指
導
を
行
っ
て
い
た

）
11
（

。
い
わ
ば
罌
粟
耕
作
の
強
制
で
あ
る
。

こ
う
し
た
朝
鮮
総
督
府
側
の
指
導
の
下
、
表
１
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
一
九
四
三
年
の
「
東
亜
阿
片
会
議
」
以
降
に
お
い
て
一
九
四
四
年
度

の
栽
培
農
夫
数
は
三
二
八
〇
人
ほ
ど
増
え
、
罌
粟
栽
培
面
積
は
一
九
四
三
年
に
比
べ
て
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
一
二
二
町
ほ
ど
増
大
し
て
い
た
。

し
か
し
阿
片
の
生
産
高
は
一
六
二
二
・
二
九
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
ほ
ど
減
産
し
て
い
た
。
栽
培
農
夫
を
動
員
し
、
栽
培
面
積
を
増
や
し
な
が
ら
も
、

「
人
道
ノ
敵
」
で
あ
る
阿
片
生
産
に
反
感
を
抱
く
農
民
の
生
産
意
欲
は
当
然
低
く
、
生
産
高
の
減
産
の
一
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
一
九
四
一
年
に
朝
鮮
総
督
府
が
国
際
連
盟
阿
片
委
員
会
に
提
出
し
た
医
療
・
学
術
目
的
の
麻
薬
必
要
量
は
、
一
九
四
二
年
度
見
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積
に
よ
る
と
、
モ
ル
ヒ
ネ
類
で
総
量
二
二
三
・
一
六
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
（
表
２
参

照
）。
こ
の
総
量
は
、
標
準
の
モ
ル
ヒ
ネ
含
有
量
八
％
の
阿
片
に
換
算
す
る
と
、
約
二
七
九

〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
阿
片
に
相
当
す
る
。
一
連
の
国
際
阿
片
条
約
に
よ
っ
て
「
植
民
地
朝
鮮
」

で
は
医
療
・
学
術
目
的
用
に
最
大
で
二
二
三
・
一
六
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
モ
ル
ヒ
ネ
類
（
モ

ル
ヒ
ネ
含
有
率
八
％
換
算
で
約
二
七
九
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
阿
片
に
相
当
）
を
製
造
す
る
こ

と
が
許
容
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
計
算
上
は
約
二
七
九
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
阿
片
を
合
法

的
に
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
表
１
が
示
す
よ
う
に
、
一
九
四
二

年
に
お
い
て
は
約
二
五
九
七
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
も
の
阿
片
が
生
産
さ
れ
て
い
た
。
阿
片
の
モ

ル
ヒ
ネ
含
有
率
は
不
明
で
あ
る
が
、
仮
に
標
準
の
モ
ル
ヒ
ネ
含
有
率
八
％
と
し
て
換
算
す

る
と
、
こ
の
阿
片
の
生
産
量
は
国
際
阿
片
条
約
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
た
生
産
量
（
約
二
七

九
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
の
約
九
倍
に
あ
た
り
、
し
か
も
そ
の
大
半
は
輸
出
に
回
さ
れ
た
。
こ

れ
ら
は
明
ら
か
に
国
際
阿
片
条
約
違
反
で
あ
る
。
こ
れ
は
極
東
国
際
軍
事
裁
判
に
お
け
る

「
平
和
に
対
す
る
罪
」
の
訴
因
と
な
っ
た
阿
片
不
正
取
引
に
あ
た
る
の
で
あ
っ
た
。

四 　

近
代
日
本
の
阿
片
政
策
と
植
民
地
責
任 

―
む
す
び
に
か
え
て
―

以
上
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
一
九
三
〇
年
代
以
降
「
植
民
地
朝
鮮
」
は
阿
片

の
供
給
基
地
と
さ
れ
、
と
り
わ
け
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
お
い
て
は
民
衆
の
反
感
を
認
識

表１　朝鮮における阿片生産
年度 栽培農夫数（人） 罌粟栽培面積（町） 生阿片生産高（kg）
1935 14,254 2,501 18,160.487
1936 18,582 2,468 27,085.588
1937 23,349 2,578 27,608.343
1938 30,670 5,049 26,538.071
1939 40,678 6,649 26,702.091
1940 52,198 7,354 32,928.689
1941 69,142 8,502 50,734.847
1942 65,117 6,720 25,970.852
1943 79,360 7,566 39,433.020
1944 82,640 7,688 37,810.728

出所： 長田欣也「植民地朝鮮における阿片生産」『早稲田大学大学院文学研究科紀要〈哲学・
史学編〉』別冊第20集、1993年、表１、110頁より作成。
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し
な
が
ら
罌
粟
栽
培
が
集
団
指
導
を
通
じ
て
強
制
さ
れ
、
全
土
に
拡
大
さ
れ
た
。
一
九
四
一
年
で
は

五
つ
の
道
で
罌
粟
栽
培
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
二
年
後
の
一
九
四
三
年
に
は
十
一
の
道
で
罌
粟
栽
培

が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
総
督
府
が
要
求
し
た
罌
粟
栽
培
と
そ
の
面
積
の
拡
大
は
、
凶

作
下
の
朝
鮮
農
民
に
深
刻
な
食
糧
不
足
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
も
一
九
四
二
年
の
阿
片
の
生
産
量
は

国
際
阿
片
条
約
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
た
生
産
量
を
は
る
か
に
上
回
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
生
産
さ

れ
た
阿
片
の
大
半
は
関
東
局
や
「
満
洲
国
」
に
分
配
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
国
際
阿
片
条
約

違
反
で
あ
る
。「
大
東
亜
共
栄
圏
」
に
お
け
る
日
本
の
「
大
阿
片
政
策
」
の
実
施
に
と
っ
て
朝
鮮
産
阿

片
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
満
洲
国
」
に
分
配
さ
れ
た
朝
鮮
産
阿
片
の
一
部
は
蒙
疆
産
阿

片
と
同
様
に
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
に
再
輸
出
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
重
要
な
軍
需
物
資
の
収
買
の
た

め
の
交
換
物
資
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
日
本
の
阿
片
の
不
正
取
引
は
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
で
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
の
訴
因

と
さ
れ
、
断
罪
さ
れ
た
。
し
か
し
、
罌
粟
の
強
制
栽
培
そ
の
も
の
は
そ
こ
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ

た
）
11
（

。
ま
さ
に
罌
粟
の
強
制
栽
培
は
、
阿
片
の
不
正
取
引
と
と
も
に
日
本
の
植
民
地
責
任
を
問
う
も
の

で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
植
民
地
朝
鮮
」
に
お
け
る
近
代
日
本
の
阿
片
政
策
と
し
て
の
阿
片
の
不
正
取
引
と
罌

粟
の
強
制
栽
培
は
、
戦
後
日
本
と
大
韓
民
国
と
の
間
で
は
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
日
韓
条
約
に
お

い
て
も
一
切
言
及
さ
れ
て
い
な
い

）
11
（

。
近
年
世
界
的
に
植
民
地
時
代
の
旧
宗
主
国
の
植
民
地
責
任
が
問

題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
奴
隷
制
を
始
め
主
に
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
に
基
づ
く
植
民
地
責
任

が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
植
民
地
責
任
に
お
い
て
は
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
は
相
変

表２　「植民地朝鮮」における医療・学術目的の各種麻薬必要量の 1942 年度見積
麻薬 使用必要量 他の薬品に転換するために必要な量 総見積量

モルヒネ 52kg425g 42kg120g 94kg545g
ジアセチル- 
モルヒネ 20kg170g 20kg170g
ジヒドロ-
モルヒネ 23kg165g 23kg165g
メチルモルヒネ 80kg395g 80kg395g
エチルモルヒネ 4kg890g 4kg890g
出所： League of Nations: Estimated World Requirements of Dangerous Drugs in 1942. 

Statement issued by Supervisory Body under Artikel 5, Geneva, 1941, p.25より作成。
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わ
ら
ず
不
問
に
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

　

本
稿
で
見
た
よ
う
に
「
植
民
地
朝
鮮
」
に
お
い
て
、
阿
片
の
不
正
取
引
と
い
っ
た
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
や
罌
粟
の
強
制
栽
培
も
ま
た
重

要
な
植
民
地
責
任
を
形
成
す
る
。
忘
れ
ら
れ
た
植
民
地
責
任
と
し
て
、
一
九
二
〇
年
代
の
日
本
の
阿
片
政
策
に
よ
る
麻
薬
中
毒
患
者
の
激
増

と
と
も
に
、
朝
鮮
総
督
府
に
よ
る
阿
片
の
不
正
取
引
や
罌
粟
の
強
制
栽
培
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
「
人
道
ノ
敵
」
と
し
て
民
衆
の

反
感
を
買
い
、
し
か
も
農
民
に
深
刻
な
食
糧
不
足
を
も
た
ら
し
た
罌
粟
の
強
制
栽
培
は
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
で
は
「
平
和
に
対
す
る
罪
」

の
訴
因
に
も
、「
人
道
に
対
す
る
罪
」
の
訴
因
に
も
挙
が
ら
な
か
っ
た
。
近
年
、
元
徴
用
工
問
題
で
の
韓
国
大
法
院
判
決
に
よ
っ
て
日
本
国

家
の
植
民
地
支
配
そ
の
も
の
の
違
法
性
な
い
し
は
不
法
性
が
提
起
さ
れ
、
そ
の
法
的
責
任
が
問
わ
れ
、
二
一
世
紀
の
日
韓
関
係
に
お
け
る

ハ
ー
ド
・
イ
ッ
シ
ュ
ー
と
な
っ
て
い
る

）
11
（

。
そ
う
し
た
な
か
で
罌
粟
の
強
制
栽
培
も
ま
た
近
代
日
本
の
植
民
地
支
配
の
不
法
性
、
反
人
道
性
を

示
す
事
例
と
し
て
今
後
さ
ら
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
１ 

）
本
稿
は
、
二
〇
二
〇
年
二
月
三
日
～
四
日
に
九
州
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
一
三
回
亜
洲
大
学
―
九
州
大
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
韓
関
係
の
こ
れ
ま
で
と

こ
れ
か
ら
」
に
お
け
る
筆
者
の
報
告
原
稿
「
近
代
日
本
の
阿
片
政
策
と
『
植
民
地
朝
鮮
』」
に
大
幅
に
加
筆
・
修
正
を
行
い
、
新
た
に
注
釈
を
加
え
た
も

の
で
あ
る
。

（
２ 

）
以
上
の
叙
述
は
主
と
し
て
、
熊
野
直
樹
「
近
代
日
本
の
阿
片
政
策
史
研
究
の
現
状
と
課
題
」『
法
政
研
究
』
第
八
五
巻
第
三
・
四
合
併
号
、
二
〇
一
九
年
、

一
五
二
頁
に
よ
る
。

（
３ 

）
熊
野
、
前
掲
「
近
代
日
本
の
阿
片
政
策
史
研
究
の
現
状
と
課
題
」
一
五
二
頁
参
照
。

（
４ 

）
こ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
研
究
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
い
の
う
え
田
堂
『
幻
の
大
企
業
・
昭
通
―
実
録
・
日
本
陸
軍
株
式
会
社
―
』
国
際
情

報
社
、
一
九
八
三
年
。
内
田
知
行
『
抗
日
戦
争
と
民
衆
運
動
』
創
土
社
、
二
〇
〇
二
年
。
内
田
知
行
「
内
モ
ン
ゴ
ル
の
抗
日
政
権
と
ア
ヘ
ン
政
策
」
平

野
健
一
郎
編
『
日
中
戦
争
期
の
中
国
に
お
け
る
社
会
・
文
化
変
容
』
東
洋
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
、
一
七
一
～
二
〇
五
頁
。
内
田
知
行
「
蒙
疆
政
権
の
ア

ヘ
ン
政
策
」
内
田
知
行
・
柴
田
善
雅
編
『
日
本
の
蒙
疆
占
領　

一
九
三
七
～
一
九
四
五
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
七
年
、
一
六
二
～
一
九
四
頁
。
江
口
圭

一
『
日
中
ア
ヘ
ン
戦
争
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
。
江
口
圭
一
『
十
五
年
戦
争
研
究
史
論
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
一
年
。
太
田
尚
樹
『
東
条
英
機
―

阿
片
の
闇　

満
州
の
夢
―
』
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇
九
年
。
岡
部
牧
夫
・
荻
野
富
士
夫
・
吉
田
裕
編
『
中
国
侵
略
の
証
言
者
た
ち
―
「
認
罪
」
の
記
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録
を
読
む
―
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
。
小
田
部
雄
次
『
徳
川
義
親
の
十
五
年
戦
争
』
青
木
書
店
、
一
九
八
八
年
。
桂
川
光
正
「
関
東
州
阿
片
制
度

の
制
定
と
中
国
商
人
―
関
東
州
の
統
治
を
巡
る
一
考
察
―
」『
史
林
』
第
九
一
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
八
年
、
六
九
～
九
四
頁
。
神
山
晃
令
「『
麻
薬
製
造
制

限
条
約
』
批
准
問
題
―
国
際
連
盟
脱
退
の
一
面
―
」『
外
交
史
料
館
報
』
第
一
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
四
八
～
六
三
頁
。
久
保
井
規
夫
『
絵
で
読
む
紫
煙
・

毒
煙
「
大
東
亜
」
幻
影
―
日
本
の
戦
争
と
煙
草
・
阿
片
・
毒
煙
―
』
つ
げ
書
房
新
社
、
二
〇
〇
七
年
。
熊
野
直
樹
「
ナ
チ
阿
片
と
『
大
東
亜
共
栄
圏
』」『
法

政
研
究
』
第
八
六
巻
第
三
号
、
二
〇
一
九
年
、
四
七
～
七
五
頁
。
倉
橋
正
直
「
日
本
の
阿
片
・
モ
ル
ヒ
ネ
政
策
（
そ
の
一
）（
そ
の
二
）（
そ
の
三
・
完
）」『
近

き
に
在
り
て
』
第
四
号
、
一
九
八
三
年
、
二
～
一
〇
頁
、
第
五
号
、
一
九
八
四
年
、
三
五
～
四
三
頁
、
第
六
号
、
一
九
八
四
年
、
二
六
、
二
七
～
三
四
頁
。

倉
橋
正
直
「
公
文
書
か
ら
見
た
戦
時
中
の
阿
片
生
産
―
愛
知
県
旧
依
佐
美
村
小
垣
江
地
区
の
事
例
―
」『
歴
史
評
論
』
第
五
九
〇
号
、
一
九
九
九
年
、
四
四
、

五
〇
～
六
五
頁
。
倉
橋
正
直『
日
本
の
阿
片
王
―
二
反
長
音
蔵
と
そ
の
時
代
―
』共
栄
書
房
、
二
〇
〇
二
年
。
倉
橋
正
直『
阿
片
帝
国
・
日
本
』共
栄
書
房
、

二
〇
〇
八
年
。
栗
原
純
「
上
海
に
お
け
る
『
国
際
阿
片
調
査
委
員
会
』
と
日
本
の
ア
ヘ
ン
政
策
―
台
湾
総
督
府
の
ア
ヘ
ン
専
売
制
度
を
中
心
と
し
て
―
」

『
近
代
日
本
研
究
』
第
二
八
巻
、
二
〇
一
一
年
、
三
～
五
〇
頁
。
黒
羽
清
隆
「
も
う
一
つ
の
ア
ヘ
ン
戦
争
―
日
中
戦
争
史
の
一
断
面
―
」
黒
羽
清
隆
『
十

五
年
戦
争
史
序
説
』
三
省
堂
、
一
九
七
九
年
、
二
〇
三
～
二
五
一
頁
。
倪
志
敏
「
大
平
正
芳
と
阿
片
問
題
」『
龍
谷
大
学
経
済
学
論
集
（
民
際
学
特
集
）』

第
四
九
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
九
年
、
八
三
～
一
〇
七
頁
。
小
林
元
裕
『
近
代
中
国
の
日
本
居
留
民
と
阿
片
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
。
坂
本
雅
子
『
財

閥
と
帝
国
主
義
―
三
井
物
産
と
中
国
―
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
三
年
。
佐
藤
三
郎
「
近
代
日
本
に
於
け
る
阿
片
の
問
題
（
上
）（
下
）」『
日
本
歴

史
』
第
一
二
九
号
、
一
九
五
九
年
、
一
三
～
二
三
頁
、
第
一
三
〇
号
、
一
九
五
九
年
、
二
四
～
三
三
頁
。
佐
野
眞
一
『
阿
片
王
―
満
州
の
夜
と
霧
―
』（
文

庫
版
）
新
潮
社
、
二
〇
〇
八
年
。
定
時
秀
和
「
日
本
の
阿
片
侵
略
と
中
国
阿
片
の
抵
抗
に
つ
い
て
」『
歴
史
研
究
〔
大
阪
教
育
大
学
〕』
第
三
〇
号
、
一

九
九
三
年
、
八
七
～
一
二
二
頁
。
柴
田
善
雅
「
陸
軍
軍
命
商
社
の
活
動
―
昭
和
通
商
株
式
会
社
覚
書
―
」『
中
国
研
究
月
報
』
第
五
八
巻
第
五
号
、
二
〇

〇
四
年
、
一
～
一
九
頁
。
柴
田
善
雅
「
蒙
疆
の
財
政
と
地
域
収
支
」
内
田
・
柴
田
編
、
前
掲
『
日
本
の
蒙
疆
占
領
』
一
〇
二
～
一
三
二
頁
。
ノ
ー
マ
ン
・

ス
ミ
ス
、
高
光
佳
絵
訳
「
満
洲
国
の
中
国
語
文
学
に
お
け
る
ア
ヘ
ン
・
中
毒
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
エ
ズ
ラ
・
ヴ
ォ
ー
ゲ
ル
・
平
野
健
一
郎
編
『
日
中
戦
争

期
中
国
の
社
会
と
文
化
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
、
三
二
九
～
三
六
四
頁
。
千
賀
基
史
『
阿
片
王
一
代
―
中
国
阿
片
市
場
の
帝
王
・
里

見
甫
の
生
涯
―
』
光
人
社
、
二
〇
〇
七
年
。
千
田
夏
光
『
皇
軍
〝
阿
片
〟
謀
略
』
汐
文
社
、
一
九
八
〇
年
。
中
生
勝
美
「
オ
ロ
チ
ョ
ン
族
を
ア
ヘ
ン
漬

け
に
し
た
日
本
軍
―
『
満
州
国
』
少
数
民
族
宣
撫
工
作
の
裏
面
―
」『
世
界
』
第
六
七
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
九
二
～
一
九
六
頁
。
西
木
正
明
『
其
の

逝
く
処
を
知
ら
ず
』（
文
庫
版
）
集
英
社
、
二
〇
〇
四
年
。
二
反
長
半
『
戦
争
と
日
本
阿
片
史
―
阿
片
王
二
反
長
音
蔵
の
生
涯
―
』
す
ば
る
書
房
、
一
九

七
七
年
。
平
石
淑
子
『
大
連
阿
片
事
件
と
「
神
々
の
乱
心
」〈
第
一
六
回
松
本
清
張
研
究
奨
励
事
業
報
告
書
〉』
北
九
州
市
立
松
本
清
張
記
念
館
、
二
〇
一

六
年
。
朴
橿
、
許
東
粲
訳
『
日
本
の
中
国
侵
略
と
ア
ヘ
ン
』
第
一
書
房
、
一
九
九
四
年
。
藤
瀬
一
哉
『
昭
和
陸
軍
〝
阿
片
謀
略
〟
の
大
罪
―
天
保
銭
組

は
い
か
に
企
画
・
実
行
し
た
か
―
』
山
手
書
房
新
社
、
一
九
九
二
年
。
松
本
明
知
「
阿
片
と
津
軽
一
粒
金
丹
―
日
本
に
お
け
る
罌
粟
栽
培
の
歴
史
に
関

連
し
て
―
」
蘭
学
資
料
研
究
会
『
研
究
報
告
』
第
二
二
〇
号
、
一
九
六
九
年
、
一
～
九
頁
。
満
洲
国
史
編
纂
刊
行
会
編
『
満
洲
国
史
（
各
論
）』
満
蒙
同

（87－3－131）
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胞
援
護
会
、
一
九
七
一
年
。
森
久
男
「
台
湾
阿
片
処
分
問
題
（
Ⅰ
）」『
ア
ジ
ア
経
済
』
第
一
九
巻
第
一
一
号
、
一
九
七
八
年
、
二
～
二
〇
頁
。
山
田
豪

一
編
『
オ
ー
ル
ド
上
海　

阿
片
事
情
』
亜
紀
書
房
、
一
九
九
五
年
。
山
田
豪
一
『
満
洲
国
の
阿
片
専
売
―
「
わ
が
満
蒙
の
特
殊
権
益
」
の
研
究
―
』
汲

古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
。
吉
田
裕
『
日
本
軍
兵
士
―
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
現
実
―
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
七
年
。
劉
明
修
『
台
湾
統
治
と
阿

片
問
題
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
三
年
。

 
 　

曹
大
臣
・
朱
慶
葆
『
刺
刀
下
的
毒
禍
―
日
本
侵
華
期
間
的
鴉
片
毒
化
活
動
―
』
福
州
・
福
建
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
。
呂
永
華
『
偽
満
時
期
的

東
北
烟
毒
』
長
春
・
吉
林
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
。
王
宏
斌
『
日
本
侵
華
毒
品
政
策
五
十
年
―
一
八
九
五
―
一
九
四
五
』
石
家
荘
・
河
北
人
民
出

版
社
、
二
〇
〇
五
年
。

 
 　

Brook, T
im

othy/ Bob T
adashi W

akabayashi (eds.): O
pium

 R
egim

es: China, Britain, and Japan, 1839-1952, Berkeley/Los 
A

ngeles/London, U
niversity of California Press, 2000. D

erks, H
ans: H

istory of the O
pium

 Problem
. T

he A
ssault on the E

ast, 
ca.1600-1950, Leiden/Boston, Brill, 2012. K

aneko, M
artin: Ü

ber japanische Geschichtsleugner. Professoren-Ignoranz oder ist 
V

ergangenheitsbew
ältigung nur ein Problem

 der D
eutschen ?, in: N

O
A

G
 165-166 (1999), S.1-22. K

ingsberg, M
iriam

: M
oral N

ation. 
M

odern Japan and N
arcotics in G

lobal H
istory, Berkeley/Los A

ngeles/London, U
niversity of California Press, 2014. M

arshall, 
Jonathan: O

pium
, T

ungsten, and the Search for N
ational Security, 1940-52, in: Journal of Policy H

istory, V
ol.3, N

o.4, 1991, pp.440-
467. Sm

ith, N
orm

an: Intoxicating M
anchuria. A

lcohol, O
pium

, and Culture in China’s N
ortheast, V

ancouver/T
oronto, U

BC 
Press, 2012. W

alker, W
illiam

 O
.: O

pium
 and Foreign Policy: T

he A
nglo-A

m
erican Search for O

rder in A
sia, 1912-1954, Chapel 

H
ill/London, T

he U
niversity of N

orth Carolina Press, 1991.
 

 　

な
お
、
以
上
の
研
究
を
含
む
近
代
日
本
の
阿
片
政
策
史
研
究
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
は
、
熊
野
、
前
掲
「
近
代
日
本
の
阿
片
政
策
史
研
究
の
現
状

と
課
題
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
５ 

）
長
田
欣
也
「
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
阿
片
生
産
」『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
〈
哲
学
・
史
学
編
〉』
別
冊
第
二
〇
集
、
一
九
九
三
年
、
一

〇
九
～
一
二
一
頁
。

（
６ 

）Jennings, John M
.: T

he O
pium

 E
m

pire. Japanese Im
perialism

 and D
rug T

raffi
cking in A

sia, 1895-1945, W
estport, Connecticut, 

Praeger, 1997, pp.32-38.

（
７ 

）
佐
藤
弘
編
『
大
東
亜
の
特
殊
資
源
』
大
東
亜
出
版
、
一
九
四
三
年
。

（
８
）
倉
橋
正
直
『〈
新
装
版
〉
日
本
の
阿
片
戦
略
―
隠
さ
れ
た
国
家
犯
罪
―
』
共
栄
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
一
四
六
～
一
四
七
頁
。

（
９ 

）
倉
橋
、
前
掲
『〈
新
装
版
〉
日
本
の
阿
片
戦
略
』
一
四
七
頁
。
な
お
、
本
書
で
は
先
駆
的
に
「
植
民
地
朝
鮮
」
に
お
け
る
モ
ル
ヒ
ネ
問
題
に
つ
い
て
も

考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
同
書
所
収
の
第
六
章
「
朝
鮮
モ
ル
ヒ
ネ
問
題
」
参
照
。

（法政研究 87－3－132）
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（
10
）
朴
橿
、
小
林
元
裕
・
吉
澤
文
寿
・
権
寧
俊
訳
『
阿
片
帝
国
日
本
と
朝
鮮
人
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
。

（
11
）
以
上
に
つ
い
て
は
、
熊
野
、
前
掲
「
近
代
日
本
の
阿
片
政
策
史
研
究
の
現
状
と
課
題
」
一
四
四
～
一
四
五
頁
を
参
照
。

（
12 
）
樋
口
雄
一
「
朝
鮮
総
督
府
の
麻
薬
政
策
と
朝
鮮
人
の
麻
薬
患
者
」『
中
央
大
学
政
策
文
化
総
合
研
究
所
年
報
』
第
二
〇
号
、
二
〇
一
六
年
、
一
五
三
～

一
六
七
頁
（
樋
口
雄
一
『
植
民
地
支
配
下
の
朝
鮮
農
民
』
社
会
評
論
社
、
二
〇
二
〇
年
、
第
五
章
所
収
）。

（
13
）
以
上
に
つ
い
て
は
、
熊
野
、
前
掲
「
近
代
日
本
の
阿
片
政
策
史
研
究
の
現
状
と
課
題
」
一
四
五
頁
を
参
照
。

（
14
）
樋
口
、
前
掲
「
朝
鮮
総
督
府
の
麻
薬
政
策
と
朝
鮮
人
の
麻
薬
患
者
」
一
五
四
頁
（
樋
口
、
前
掲
『
植
民
地
支
配
下
の
朝
鮮
農
民
』
一
二
〇
頁
）。

（
15
）
朝
鮮
総
督
府
専
売
局
『
朝
鮮
専
売
史
』
第
三
巻
、
朝
鮮
総
督
府
専
売
局
、
一
九
三
六
年
、
四
七
九
頁
。
朴
、
前
掲
『
阿
片
帝
国
日
本
と
朝
鮮
人
』
六
一
頁
。

（
16
）
以
上
の
叙
述
は
、
朴
、
前
掲
『
阿
片
帝
国
日
本
と
朝
鮮
人
』
六
二
～
六
三
頁
に
よ
る
。

（
17
）
以
上
の
叙
述
は
、
朴
、
前
掲
『
阿
片
帝
国
日
本
と
朝
鮮
人
』
六
三
頁
に
よ
る
。Cf. Jennings, T

he O
pium

 E
m

pire, p.32.

（
18
）
前
掲
『
朝
鮮
専
売
史
』
第
三
巻
、
四
八
〇
、
五
一
八
～
五
二
一
頁
。

（
19
）
前
掲
『
朝
鮮
専
売
史
』
第
三
巻
、
四
八
三
頁
。

（
20
）
以
上
の
叙
述
は
、
朴
、
前
掲
『
阿
片
帝
国
日
本
と
朝
鮮
人
』
六
四
～
六
五
頁
に
よ
る
。

（
21
）
以
上
の
叙
述
は
、
朴
、
前
掲
『
阿
片
帝
国
日
本
と
朝
鮮
人
』
六
五
～
六
六
頁
に
よ
る
。

（
22
）
長
田
、
前
掲
「
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
阿
片
生
産
」
一
一
〇
～
一
一
一
頁
。
前
掲
『
朝
鮮
専
売
史
』
第
三
巻
、
四
八
〇
、
五
二
五
、
五
五
四
頁
。

（
23
）
以
上
は
、
朴
、
前
掲
『
阿
片
帝
国
日
本
と
朝
鮮
人
』
六
六
～
六
七
頁
並
び
に
前
掲
『
朝
鮮
専
売
史
』
第
三
巻
、
四
八
〇
～
四
八
一
頁
に
よ
る
。

（
24
）
前
掲
『
朝
鮮
専
売
史
』
第
三
巻
、
五
一
五
、
五
四
一
頁
。

（
25
）
前
掲
『
朝
鮮
専
売
史
』
第
三
巻
、
五
一
五
～
五
一
六
、
五
三
六
頁
。

（
26
）
以
上
の
叙
述
は
、
朴
、
前
掲
『
阿
片
帝
国
日
本
と
朝
鮮
人
』
七
〇
～
七
一
頁
に
よ
る
。

（
27
）
倉
橋
、
前
掲
『
日
本
の
阿
片
戦
略
』
表
二
〇
、
一
九
五
頁
。

（
28
）
以
上
は
、
朴
、
前
掲
『
阿
片
帝
国
日
本
と
朝
鮮
人
』
六
九
～
七
一
頁
並
び
に
倉
橋
、
前
掲
『
日
本
の
阿
片
戦
略
』
一
九
六
頁
に
よ
る
。　

（
29
）Jennings, T

he O
pium

 E
m

pire, p.34.

（
30
）Jennings, T

he O
pium

 E
m

pire, pp.35-36.

（
31
）
前
掲
『
朝
鮮
専
売
史
』
第
三
巻
、
五
五
四
頁
。

（
32
）
朴
、
前
掲
『
阿
片
帝
国
日
本
と
朝
鮮
人
』
七
八
～
八
〇
頁
。

（
33 

）
長
田
、
前
掲
「
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
阿
片
生
産
」
一
一
二
頁
。
前
掲
『
朝
鮮
専
売
史
』
第
三
巻
、
五
五
五
頁
。
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ズ
に
よ
る
と
、
朝
鮮

総
督
府
専
売
局
は
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
三
七
年
ま
で
に
四
〇
、
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
生
阿
片
（
当
時
の
日
本
円
で
総
額
約
一
六
〇
万
円
相
当
）

（87－3－133）
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を
「
満
洲
国
」
に
輸
出
し
た
と
さ
れ
る
。Jennings, T

he O
pium

 E
m

pire, pp.34-35.

（
34
）
樋
口
、
前
掲
「
朝
鮮
総
督
府
の
麻
薬
政
策
と
朝
鮮
人
の
麻
薬
患
者
」
一
五
五
頁
（
樋
口
、
前
掲
『
植
民
地
支
配
下
の
朝
鮮
農
民
』
一
二
一
頁
）。

（
35 
）「
外
務
省
関
係
電
報
お
よ
び
文
書　

一
一
八
」
岡
田
芳
政
・
多
田
井
喜
生
・
高
橋
正
衛
編
集
・
解
説
『
続
・
現
代
史
資
料
（
一
二
）
阿
片
問
題
』
み
す

ず
書
房
、
一
九
八
六
年
、
五
五
六
頁
。
長
田
、
前
掲
「
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
阿
片
生
産
」
一
一
三
頁
。

（
36
）
長
田
、
前
掲
「
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
阿
片
生
産
」
一
一
三
頁
。

（
37
）
長
田
、
前
掲
「
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
阿
片
生
産
」
一
一
三
頁
。

（
38
）
樋
口
、
前
掲
「
朝
鮮
総
督
府
の
麻
薬
政
策
と
朝
鮮
人
の
麻
薬
患
者
」
一
六
〇
頁
（
樋
口
、
前
掲
『
植
民
地
支
配
下
の
朝
鮮
農
民
』
一
二
九
頁
）。

（
39
）
樋
口
、
前
掲
「
朝
鮮
総
督
府
の
麻
薬
政
策
と
朝
鮮
人
の
麻
薬
患
者
」
一
六
〇
頁
（
樋
口
、
前
掲
『
植
民
地
支
配
下
の
朝
鮮
農
民
』
一
二
九
頁
）。

（
40
）
樋
口
、
前
掲「
朝
鮮
総
督
府
の
麻
薬
政
策
と
朝
鮮
人
の
麻
薬
患
者
」一
六
一
頁（
樋
口
、
前
掲『
植
民
地
支
配
下
の
朝
鮮
農
民
』一
三
一
頁
）よ
り
再
引
用
。

（
41
）
樋
口
、
前
掲
「
朝
鮮
総
督
府
の
麻
薬
政
策
と
朝
鮮
人
の
麻
薬
患
者
」
一
六
三
頁
（
樋
口
、
前
掲
『
植
民
地
支
配
下
の
朝
鮮
農
民
』
一
三
四
～
一
三
五
頁
）。

（
42
）
樋
口
、
前
掲
『
植
民
地
支
配
下
の
朝
鮮
農
民
』
二
三
六
頁
。

（
43
）
樋
口
、
前
掲
「
朝
鮮
総
督
府
の
麻
薬
政
策
と
朝
鮮
人
の
麻
薬
患
者
」
一
六
三
頁
（
樋
口
、
前
掲
『
植
民
地
支
配
下
の
朝
鮮
農
民
』
一
三
五
頁
）。

（
44
）
樋
口
、
前
掲
『
植
民
地
支
配
下
の
朝
鮮
農
民
』
二
二
〇
～
二
二
一
頁
。

（
45
）
樋
口
、
前
掲
「
朝
鮮
総
督
府
の
麻
薬
政
策
と
朝
鮮
人
の
麻
薬
患
者
」
一
六
五
頁
（
樋
口
、
前
掲
『
植
民
地
支
配
下
の
朝
鮮
農
民
』
一
三
九
頁
）。

（
46 

）「
昭
和
十
六
年
度
条
約
局
第
三
課
執
務
報
告
」
二
二
九
頁
：
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
（JA

CA
R

）
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
（Ref.

）

［B04013417800

］。

（
47
）
野
間
海
造
「
南
方
圏
の
農
業
問
題
」『
社
会
政
策
時
報
』
第
二
七
〇
号
、
一
九
四
三
年
、
一
一
四
頁
。

（
48 

）「
大
東
亜
共
栄
圏
各
地
域
を
通
ず
る
阿
片
政
策
確
立
に
関
す
る
件
（
興
亜
院
華
中
連
絡
部
次
長
昭
和
一
七
年
三
月
二
八
日
）」
岡
田
・
多
田
井
・
高
橋

編
集
・
解
説
、
前
掲
『
続
・
現
代
史
資
料
（
一
二
）
阿
片
問
題
』
三
六
二
～
三
六
四
頁
。

（
49
）「
朝
鮮
総
督
府
官
制
中
ヲ
改
正
ス
・（
阿
片
ノ
収
納
等
ノ
事
務
専
売
局
ヨ
リ
移
管
等
ニ
伴
ヒ
職
員
増
減
）」JA

CA
R Ref. ［A

03010018200

］。

（
50
）「
朝
鮮
総
督
府
官
制
中
ヲ
改
正
ス
」JA

CA
R Ref. ［A

03010018200
］
よ
り
作
成
。

（
51 

）
中
央
档
案
館
整
理
『
日
本
侵
華
戦
犯
筆
供　

伍
』
北
京
・
中
国
档
案
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
五
八
七
～
五
八
八
頁
。
片
倉
衷
・
古
海
忠
之
『
挫
折

し
た
理
想
国
―
満
洲
国
興
亡
の
真
相
―
』
現
代
ブ
ッ
ク
社
、
一
九
六
七
年
、
二
七
一
～
二
七
二
頁
。

（
52 

）「
阿
片
協
議
会
開
催
ニ
関
ス
ル
件　

昭
和
十
八
年
十
一
月
六
日
開
催
」JA

CA
R Ref. 

［B06050057100

］。「
阿
片
連
絡
協
議
会
」
と
関
連
し
て
、
当

時
「
阿
片
事
務
連
絡
主
任
官
」
な
る
制
度
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
主
任
官
」
一
三
名
の
内
訳
は
、
内
務
省
二
名
、
外
務
省
一
名
、
大
蔵
省
一
名
、
大

東
亜
省
三
名
、
軍
需
省
一
名
、
運
輸
通
信
省
一
名
、
朝
鮮
総
督
府
一
名
、
台
湾
総
督
府
一
名
、
樺
太
庁
一
名
、
厚
生
省
一
名
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
多
く
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が
課
長
・
書
記
官
級
で
あ
っ
た
。「
阿
片
連
絡
協
議
会
」
の
参
加
省
庁
と
は
一
致
し
て
い
な
い
。
両
者
の
制
度
的
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、「
阿
片

事
務
連
絡
主
任
官
」
の
名
簿
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
四
四
年
四
月
一
日
時
点
の
名
簿
に
は
戦
後
大
蔵
大
臣
・
外
務
大
臣
を
歴
任
し
た
愛
知
揆
一
が

「
大
東
亜
省
総
務
局
経
済
課
長　

大
東
亜
書
記
官
」
の
肩
書
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
阿
片
協
議
会
開
催
ニ
関
ス
ル
件　

昭
和
十
九
年
」JA

CA
R Ref. 

［B06050057200

］。

（
53
）「
阿
片
協
議
会
開
催
ニ
関
ス
ル
件　

昭
和
十
八
年
十
一
月
六
日
開
催
」JA

CA
R Ref. ［B06050057100

］。

（
54
）「
阿
片
協
議
会
開
催
ニ
関
ス
ル
件　

昭
和
十
八
年
十
一
月
六
日
開
催
」JA

CA
R Ref. ［B06050057100

］。

（
55
）「
阿
片
協
議
会
開
催
ニ
関
ス
ル
件　

昭
和
十
八
年
十
一
月
六
日
開
催
」JA

CA
R Ref. ［B06050057100

］。

（
56
）「
阿
片
協
議
会
開
催
ニ
関
ス
ル
件　

昭
和
十
八
年
十
一
月
六
日
開
催
」JA

CA
R Ref. ［B06050057100

］。

（
57
）「
阿
片
協
議
会
開
催
ニ
関
ス
ル
件　

昭
和
十
八
年
十
一
月
六
日
開
催
」JA

CA
R Ref. ［B06050057100

］。

（
58
）「
阿
片
協
議
会
開
催
ニ
関
ス
ル
件　

昭
和
十
八
年
十
一
月
六
日
開
催
」JA

CA
R Ref. ［B06050057100

］。

（
59 

）
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
「
満
洲
国
」
と
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
の
阿
片
貿
易
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
熊
野
直
樹
『
麻
薬
の
世
紀
―
ド
イ
ツ
と
東
ア
ジ
ア　

一
八
九
八
―
一
九
五
〇
―
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
60
）「
阿
片
協
議
会
開
催
ニ
関
ス
ル
件　

昭
和
十
八
年
十
一
月
六
日
開
催
」JA

CA
R Ref. ［B06050057100

］。

（
61
）
長
田
、
前
掲
「
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
阿
片
生
産
」
一
一
八
、
一
二
〇
頁
注
（
40
）。

（
62
）
長
田
、
前
掲
「
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
阿
片
生
産
」
一
一
八
頁
。

（
63 

）『
極
東
国
際
軍
事
裁
判
速
記
録
』
第
一
〇
巻
、
雄
松
堂
書
店
、
一
九
六
八
年
、
八
二
三
頁
並
び
に
熊
野
、
前
掲
「
近
代
日
本
の
阿
片
政
策
史
研
究
の
現

状
と
課
題
」
一
二
三
～
一
二
四
頁
を
参
照
。

（
64
）
国
際
法
事
例
研
究
会
『
戦
後
賠
償
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
六
年
、
二
九
八
～
三
〇
四
頁
参
照
。

（
65 

）
植
民
地
支
配
の
違
法
性
な
い
し
は
不
法
性
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
松
竹
伸
幸
「
植
民
地
支
配
違
法
化
の
カ
ベ
に
ど
う
挑
む
か
」『
季
論
21
』
第

四
八
号
、
二
〇
二
〇
年
、
五
二
～
六
三
頁
。
竹
内
康
人
『
韓
国
徴
用
工
裁
判
と
は
何
か
〈
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
〉』
岩
波
書
店
、
二
〇
二
〇
年
。

＊
本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
一
九
Ｋ
〇
一
五
〇
二
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（87－3－135）




